








難治性喘息の診断は冒頭に述べられた定義に従ってなされる。つまり気管支喘

息の治療に対する態度から分類されたひとつの型である。気管支喘息の診断は

この項で更めて詳細に述べる必要はないと考えるが,稀に器質的疾患が気管支

喘息、と間違えられ副腎皮質ホルモン剤等も投与された場合もあるので,そう

した 1 例を呈示し鑑別診断の必要性を述べ度い。症例は,6 才男子,喘鳴,呼吸

困難発作を主訴とする。二等親以内には所謂アトピー性疾患はない。生下時か

ら喘鳴があったが,4 ヵ月頃から増強した。6ヵ月で呼吸困難のため入院した事

がある。離乳食でバナナ,クッキー等を食べる燕下が上手に出来ず呼吸困難と

なり,チアノーゼが出現した事がある。1才 2ヵ月で気管支喘息と診断された。


